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【能美市史編さん基本方針の概要】

１．市史編さん目的

（１）市民が、郷土への理解を一層深め、ふるさと愛の醸成に寄与します
（２）郷土の歴史や生活、民俗について明らかにし、これからのまちづくりに役立てます
（３）郷土の歴史的・文化的遺産を調査し、共有財産として後世に継承します
（４）「能美ふるさとミュージアム」「能美市九谷焼美術館」の保存機能を生かし、歴史的な史料等を、

適切な環境のもとで保存するための基礎とします

２．実施事業

市史編さんの目的に基づいて、次のような事業を実施します
（１）市民に親しまれ、活用される市史となるよう、市民参加の企画実施に努めます
（２）「能美市史」を刊行するとともに、情報の提供や公開に努めます
（３）市史の普及・啓発のために貴重な資料を電子データ化し、情報発信に努めます
（４）市史編さんに伴う資料や文書を適正に保存・管理することに努めます

３．能美市史編さん事業推進組織及び体制

（１）能美市史編さん委員会
・委員は能美市史編さん委員会設置要綱により市長が委嘱します
・市内関係者、編集専門委員長で構成し、市史編さんに関する基本的なことについて審議します

（２）能美市史編集専門委員会
・委員は市史編さん委員長が委嘱します
・編集専門委員会は各専門部会長で構成され、必要に応じて能美市九谷焼美術館長、能美ふるさとミ
ュージアム館長、市内郷土史家等が参加し、部会間の調整や地域の情報提供、整理のために会議を
持ちます

・委員は、資料収集、調査研究の方法、市史の内容、構成、編集、執筆方法など検討します
【能美市史編集専門委員会】

部会等名 部会長等氏名 摘 要

編集専門委員会委員長 東四柳 史 明 金沢学院大学名誉教授
考 古 部 会 垣 内 光次郎 石川県埋蔵文化財センター参事
古 墳 部 会 河 村 好 光 石川考古学研究会副会長
古 代 ・ 中 世 部 会 木 越 祐 馨 加能地域史研究会代表委員
近 世 部 会 宇佐美 孝 加能地域史研究会参与
近 代 部 会 山 本 吉 次 前金沢大学附属高等学校校長
九 谷 焼 部 会 太 多 誠 石川県立錦丘高等学校講師
現 代 部 会 平 野 優 加南地方史研究会員（委員長職務代理）



（３）能美市史編集専門部会
・専門部員は専門部会長の推薦を受け、市史編さん委員長が委嘱します
・時代、分野ごとに専門部会を組織し、編さん基本方針に基づき、資料収集・調査研究の
方法を確立し、市史に関する調査、編集、執筆を行います
（※各専門部会の委員は５名程度とします）

（４）事務局
・市史編さん事務局は、ふるさと文化財課「市史編さん室」（寺井図書館２F）とし市史編さん事業に
関わる委員各位の指導助言に基づき、調査研究の補助業務を担います

４．市史の構成と体裁

（１）編年体で編集します
（２）親しみやすく興味を持ってもらう「図説編」、貴重な資料を掲載する「資料編」、歴史を総括した「通

史編」で構成する全８巻とします。「資料編」には「特論編」を盛り込み、市の特徴でもある古墳・
九谷焼を扱います

（３）判型はB5版を原則とします（「図説編、通史編、特論編２冊」はオールカラー）
（４）１巻のページ数は 500 ページ程度とし、「図説編」のみ 200 ページ程度とします

５．市史編集にあたっての留意事項

（１）音声、映像、写真の資料についてはCD、DVDの記録媒体を有効活用します
（２）旧３町町史発刊以降に発見された資料や調査の成果を体系的に整理し反映させます
（３）郷土史の資料として活用されるよう、正確で学術レベルの高いものをめざします
（４）なるべく平易な文章で記述し、写真・図版を活用し、親しみやすくわかりやすいものにします

（「図説編」・「通史編」を中心に）

お知らせ

市史編さんに関するお問い合わせと史料の情報提供について
●市史編さんに関する問い合わせは「能美市史編さん室」まで
●史料に関する情報をご一報下さい（書籍、文書、写真、図録等どんなものでも構いません）

能美市教育委員会 ふるさと文化財課 市史編さん室

●〒923-1121 能美市寺井町レ８３番地８(能美市立寺井図書館２階）
●TEL 0761－41－5581 ●FAX 0761－57－8401
●E-mail mc.honda@city.nomi.lg.jp（担当 本多）


